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定款の一部変更に関するお知らせ 

 
 当社は、平成 20年８月 15日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 20年 10月７日
開催予定の臨時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

記 
 
１．変更の理由 
 (1) 業容拡大のための経営基盤を確立させるために、監査役の監査業務に必要かつ適切な環境を整備

し監査体制を強化することを目的に、監査役会を設置するものであります。 
 (2) 東京証券取引所は、株主・投資者の保護及び尊重を図りつつ、流通市場の機能を適切に発揮させ、

上場会社の企業価値及び国際競争力の向上を支援する観点から、上場制度を整備する一環として、

有価証券上場規程第 439条において、上場内国会社が監査役会または委員会を設置することを義
務付けております。なお、同規程第 439条は平成 20年 11月１日より適用されることとなります。 

 
以上から、監査役会設置のための定款の一部を変更することについて、株主の皆様にご審議いた

だくものであります。 
 
２．変更の内容 
変更の内容は、次のとおりであります。 

（下線部分は変更箇所を示しております。） 
現行定款 変更案 

第１章  総 則 
（機関） 
第４条  当会社は、株主総会及び取締役のほ

か、次の機関を置く。 
 （1） 取締役会 
 （2） 監査役 
     (新  設) 
 （3） 会計監査人 

第１章  総 則 
（機関） 
第４条  当会社は、株主総会及び取締役のほ

か、次の機関を置く。 
 （1） 取締役会 
 （2） 監査役 
 （3） 監査役会 
 （4） 会計監査人 

第５章 監査役 
     (新  設) 

第５章  監査役及び監査役会 
（常勤監査役） 



 
 
    (新  設) 

 

第 32条  監査役会は、その決議により常勤の
監査役を選定する。 

（監査役会の招集通知） 
第 33条  監査役会の招集通知は、会日の３日

前までに各監査役に対して発する。

ただし、緊急の必要があるときは、

この期間を短縮することができる。 
  ２． 監査役の全員の同意があるときは、

招集の手続きを経ないで監査役会

を開くことができる。 
     (新  設) 

 
（監査役会の決議方法） 
第 34条  監査役会の決議は、法令に別段の定

めがある場合を除き、監査役の過半

数をもって行う。 

    (新  設) 
 

（監査役会の議事録） 
第 35 条  監査役会における議事の経過の要領

及びその結果並びにその他法令に定

める事項については、これを議事録

に記載又は記録し、出席した監査役

がこれに記名押印し、又は電子署名

する。 

    (新  設) 
 

（監査役会規程） 
第 36条  監査役会に関する事項は、法令又は

本定款のほか、監査役会において定

める監査役会規程による。 

第 32条及び第 33条 
(条文省略) 

第 37条及び第 38条 
（現行どおり） 

第６章 会計監査人 
第 34条から第 37条 

(条文省略) 

第６章 会計監査人 
第 39条から第 42条 
（現行どおり） 

第７章 計 算 
第 38条から第 41条 

(条文省略) 

第７章 計 算 
第 43条から第 46条 
（現行どおり） 

 
３．日程 
 臨時株主総会開催予定日 平成 20年 10月７日 
 定款変更の効力発生日  平成 20年 10月７日 

以上 


